
山形市空き家バンク利活用推進補助金の申請の流れ 
申請者（法人及び個人事業主を除く。）      山形市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付申請書（兼）同意書 
(様式第１号)の提出 

添付書類 

⑴ 補助対象経費に係る見積書ま
たは金額がわかる書類の写し 

⑵ 補助対象事業に係る現況写真 
⑶ 前２号に掲げるもののほか、
市長が必要と認める書類 

※山形市空き家バンクに物件登録が必要 

補助金交付申請書の受理 

補助金交付決定通知書の交付 補助金交付決定通知書の受理 

実績報告書(様式第５号)の提出 
添付書類 
⑴ 補助対象事業に係る領収書の
写し 

⑵ 補助対象事業に係る写真で、
登録物件の状況につき、補助対
象事業の実施前及び実施後の比
較ができるもの 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、
市長が必要と認める書類 

※ 補助対象事業完了後速やかに提出 

実績報告書の受理 

【変更・中止する場合】 

 

                        

 

補助金交付変更（中止）
申請書の受理 

補助金交付変更（中止）
承認通知書の受理 

補助金交付変更（中止）
承認通知書の交付 

補助金交付変更（中止）
申請書(様式第３号) 

の提出 

補助金額確定通知書の交付 補助金額確定通知書の受理 

山形市指定の請求書の提出 山形市指定の請求書の受理 

補助金の交付（口座振替） 補助金の受理 

申請内容
の審査 

報告内容
の審査 

★問合せ先・申請先★ 
〒９９０－８５４０  
山形市旅篭町二丁目３番２５号 
山形市まちづくり政策部住宅政策課（山形市役所９階） 
電話 ０２３－６４１－１２１２（内線４７０、４７１） 
E-mail: jutaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

申請内容
の審査 


